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研究成果の概要（和文）：日本法における時効法改革の基本視点を得るために、損害賠償請求権

の消滅時効、除斥期間が問題となった日本の判例法理の変遷や各事案の特徴、現在の立法改革

論の動向を検討し、2002 年に行われたドイツにおける時効法改革論議と比較研究を行った。 

 
研究成果の概要（英文）：I studied comparatively between Japan law and German law about 
temporal limitation of damages for gaing fundamental perspective for reform of negative 
prescription. 
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１．研究開始当初の背景 

近時、損害賠償請求権の消滅時効や除斥期

間が問題となる訴訟が数多く見られるよう

になってきた。戦争による個人の被害の賠償

を求める戦後補償訴訟や、職業病であるじん

肺をめぐる訴訟、水俣病のような公害をめぐ

る訴訟、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎のような薬害訴

訟、幼少のときの性的虐待についてその意味

を認識できるようになって 

から損害賠償を請求する訴訟や、あとから欠

陥がみつかった場合の欠陥住宅訴訟などで

ある。 

 また明治時代に制定された民法、とくに債

権法分野を現代社会に適合的なものに改革

するという議論が出てくる中で、時効法の改

革の必要性やその基本方向をめぐる議論が
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なされるようになってきた。 

 

２．研究の目的 

 本研究は、これらの訴訟で問題となる時効

や除斥期間の起算点論・期間の性質論・援

用・適用制限論などの具体的解釈論の提言を

行うとともに、そもそも損害賠償請求権の期

間制限は、何のために、またどのように行う

べきかという法政策論・立法論的検討もあわ

せて行う。その際、2002 年に時効法を抜本的

に改革したドイツ法を比較法的に検討する

ことによって、日本法の解釈論・法政策論・

立法論構築に当たっての示唆を得ることを

研究課題とする。 

 
３．研究の方法 

時効や除斥期間が問題となるのは、不法行

為や債務不履行の時から一定の時の経過を

経て提訴がなされたからである。私見によれ

ば、その理由は、大きくいって２つである。

ひとつは、戦後補償訴訟などで問題となる＜

権利行使条件の未成熟＞という問題、いまひ

とつは、じん肺訴訟、水俣病訴訟、肝炎訴訟、

児童の性的虐待訴訟、欠陥住宅訴訟などで問

題となる＜被害の潜在性＞という問題であ

る。損害賠償請求権は発生した損害について

の賠償請求権であるから、結局、これらは生

じた損害の特性により、損害賠償請求権の行

使が遅れ、時効や除斥期間が争われる事例と

して整理できる。 

本研究は、こうした損害の特性に応じた時

効論・除斥期間論を具体的な法解釈論として

構築するとともに、2000 年に時効法を抜本的

に改革したドイツ法とその実務を日本法と

比較検討したうえで、今後のあるべき時効法

についての法政策的・立法論的提言を行う。 

損害論との関係で時効論を深めていく研

究は、本課題研究の代表者（松本克美）自身

が一定程度進めてきたが（後掲の業績リスト

参照）、本研究はその更なる発展・総合化を

めざしている。また、時効論をめぐる法政策

論・立法論の検討は、上述した法改正問題と

の関連で緒についたばかりで、ほとんど未開

拓の領域である。またドイツ法における時効

法改革後の検討は、まだなされていない状況

である。したがって、本研究は、従来の研究

の発展の上に、未開拓な領域に踏み込んで、

かつ、具体的な解釈論・法政策論・立法論的

提言を展望して行われるものであり、日本の

この分野の研究に新たな地平を切り開くも

のである。 

日本における時効法や時効が問題となり得

る戦後補償訴訟、アスベスト訴訟、欠陥住宅

訴訟、児童虐待訴訟などに関連する判例動向

を事案類型の特殊性との関連で分析し、最新

の理論動向もふまえつつ、ドイツ法における

時効法改革と対比しつつ、改革の基本的視点

を得る。 

 文献・資料収集だけでなく、時効が問題と

なった訴訟における原告側訴訟代理人など

の実務家へのインタビュー、ドイツにおける

文献、資料収集、時効法改革にかかわった研

究者へのインタビューなども行う。 

 

４．研究成果 

 時効や除斥期間が問題となり得る戦後補

償、欠陥住宅訴訟、じん肺などの職業病訴訟、

児童虐待訴訟などにおける時効論を分析、検

討した。また、ドイツにおいては、2002 年の

時効法改革の中心的な担い手であった

Peters Zimmerman 教授（ハンブルク・マック

ス・プランク研究所）に直接会ってインタビ

ューをする機会を得た。 

 日本では、現在、民法典における種々の時

効期間を短縮し、統一化する代わりに、時効

起算点における主観的認識可能性の導入と

停止事由の拡大を通じて、権利行使の客観的



可能性に配慮した時効法改革が提案されて

いる。ドイツの時効法改革でもそのような方

向性が実現したが、ただ、時効期間の短期化

が実際上問題を産んでいないかについては

十分に検証されていないようであり、今後に

課題が残る。 

また、ドイツで実現したような性的自己決

定の侵害の場合の損害賠償請求権に関する

特殊な時効停止事由などは、日本法の改革を

考える上でも参考になる。 

今後の大きな課題としては、従来、時効や

除斥期間が問題となってきた事案類型に加

えて、30 年以上の潜伏期間があるとされるア

スベスト被害についての時効論がある。とく

に、死亡してから 10 年以上を経て、アスベ

スト疾患に罹患して死亡したことがわかっ

たような場合に、消滅時効の完成を認める裁

判例もあり、この点の克服が課題となろう。 
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